
一
頁

厚
生
労
働
省

○

令
第
一
号

国
土
交
通
省

地
域
社
会
に
お
け
る
共
生
の
実
現
に
向
け
て
新
た
な
障
害
保
健
福
祉
施
策
を
講
ず
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法

律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
公
営
住
宅
法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
事
業
等
を
定
め
る
省
令
の
一

部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
二
月
十
五
日

厚
生
労
働
大
臣

田
村

憲
久

国
土
交
通
大
臣

太
田

昭
宏

公
営
住
宅
法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
事
業
等
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

厚
生
省

公
営
住
宅
法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
事
業
等
を
定
め
る
省
令
（
平
成
八
年

令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

建
設
省

す
る
。

第
一
条
第
三
号
及
び
第
二
条
第
七
号
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支

援
す
る
た
め
の
法
律
」
に
改
め
る
。
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二
頁

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


